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１ 

はじめに 

 

これまで図書館は、資料を収集、整理、保存し、市民に提供するという基本的な機能を

果たし、市民の生涯学習を支援する中心的な施設として、その役割を果たしてきました。 

少子高齢化社会の進展や国際化、インターネット等の情報技術の革新的な進歩等により、

社会の在り方や地域の課題も多様で複雑になっています。 

さらに、図書館に対する市民の資料・情報の要求も高度化・多様化する中で、岡山市に

おいては、合併による市域の広がりや情報化の進展、依然として厳しい財政状況などから、

図書館については、当面ソフト面の充実を図ることが重要と考え、インターネット予約サ

ービスの拡充や公民館などの既存施設の活用、移動図書館の運用の見直しなどに取り組ん

できました。 

また、国においては、教育基本法の改正を受けて平成 20年 6月には図書館法が改正され、

電子的資料が図書館資料として位置づけられるとともに、学習成果を用いた活動の機会の

提供と奨励、運営状況に関する評価や公表などが定められました。さらに、平成 24 年 12

月には「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が改正され、地域の情報拠点となり、

市民の生活や仕事に関する課題や地域の課題解決に向けた活動の支援に努めることが期待

されるなど、図書館に対しても変化が求められています。 

このような社会状況や図書館を取り巻く環境の変化を受け、図書館サービスのさらなる充

実を図るためには、長期的な観点から図書館の在り方を示す必要があると考え、「岡山市立

図書館の在り方検討チーム」を設置し検討を行い、平成 24年度末に報告書を作成しました。   

その報告書を受けて、教育委員会として図書館の現状と課題を検証した上で、機能を中

心に指針として取りまとめ、今後の岡山市立図書館の在り方について方向性を示したいと

考えています。 
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１ 図書館とは 

 

図書館は、教育基本法、社会教育法、図書館法という法体系のもとに位置づけられ、ま

た、岡山市においては、「岡山市都市ビジョン」の中に「生涯学習プロジェクト」として位

置づけられています。他にも、子どもの読書活動の推進に関する法律や文字・活字文化振

興法など図書館に関して指針とされる法律があります。 

図書館法第 2条では、図書館は、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存

して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを

目的とする施設」と規定され、すべての市民の教養、調査研究、レクリエーション等に役

立つ施設であるとされています。 

同法第 3条では「図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教

育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる

事項の実施に努めなければならない。」と規定され、同条第 3号に「図書館の職員が図書館

資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること」、第 6号

に「読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励

すること」と規定されています。 

岡山市は、岡山市都市ビジョン[新・岡山市総合計画]基本構想において、「水と緑が魅せ

る心豊かな庭園都市」、「中四国をつなぐ総合福祉の拠点都市」を実現するため示した７つ

の都市づくりの基本方向のうち「４ 自立し自己実現できる人間力を育てる」で、「市民一

人ひとりが生涯にわたって心豊かな生活を送れるよう、多様な学習機会の提供やスポーツ

の振興など、市民の自己実現を支援する環境づくりを進めます。」としています。 

さらに「生涯学習プロジェクト」は、「生涯にわたって学ぶことは、人が人として成長し

続けることであり、人生を豊かにする」として、「市民、NPO、高等教育機関などと連携し、

様々な学習機会を提供する」とともに、市民の学びたいという意欲を支援して、「学びの成

果を地域づくりやまちづくりに循環」させることを目指しています。 

こうしたことから、図書館は、資料を収集、整理、保存し、提供するという基本的な役割

を果たすために、利用者の様々な資料要求に関する相談に応じるとともに、市民一人ひと

りが生涯にわたって心豊かな生活を送れるよう、子育て支援等の市民の日常生活上の課題

の解決に向けた活動を支援したり、読書会・研究会・鑑賞会など様々な学習機会を提供し

積極的に利用者を支援することが求められています。 
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●子どもの読書活動の推進に関する法律 

子どもの読書活動の推進に関する法律第 2 条で
子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感

性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠

くことのできないもの」とし、国や自治体に子ども

の読書活動を推進するための計画の策定を求めて

います。 
岡山市でも、未来を担う子どもたちが、読書を

通じて自ら学び、自ら考えることができる人間とし

て成長していけるよう社会全体で取り組むことを

目的として、平成 21 年 3 月「岡山市子ども読書活

動推進計画」を策定しています。 

 

●文字・活字文化振興法 

文字・活字文化振興法第１条で文字・活字文化

が、「人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び

知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健

全な民主主義の発達に欠くことのできないもの」と

しています。第３条で「すべての国民が、その自主

性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家

庭その他の様々な場において、居住する地域、身体

的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな

文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備す

る」ことを理念とし、第５条では地方公共団体の責

務を規定、第 7条で特に図書館奉仕の充実を求めて
います。 

教育基本法 

社会教育法 

図書館法 

岡山市立図書館の在り方 

 

岡山市都市ビジョン 

図書館の設置及び運営上

の望ましい基準 

子どもの読書活動の

推進に関する法律 
岡山市子ども読書活動 

推進計画 

自立し自己実現できる 

人間力を育てる 

「生涯学習プロジェクト」 

文字・活字文化振興法 
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２ 岡山市立図書館の現状と課題 

 

 

 

 

 

(ア) 施設の現状 

岡山市立図書館では、中央図書館、地区館（2館）、分館（6館）を配置するとともに、

西大寺緑花公園緑の図書室、公民館図書コーナー（29館）、移動図書館（車両 4台）を通

して、市民へのきめ細やかな図書館サービスの提供に努めています。 

他に、ふれあいセンター5館との連携（予約本の受取、相互返却）を平成 22年 4月か

ら行っています。また、障害のある方や学校園等へ図書館サービスを提供しています。 

＜＜＜＜施設施設施設施設等等等等のののの概要概要概要概要＞＞＞＞    

 館名 延床面積（㎡） 蔵書冊数（冊）  職員数（人） 

中央図書館 中央図書館 6,415 1,040,221 32(24) 

幸町図書館 2,599 182,222 15(14) 
地区館 

浦安総合公園図書館 692 74,529 3(3) 

西大寺緑花公園緑の図書室 801 75,551 5(5) 

足守図書館 39 13,783 1(0) 

伊島図書館 66 26,106 3(3) 

建部町図書館 525 24,694 3(2) 

御津図書館 540 38,028 3(2) 

瀬戸町図書館 732 37,551 3(2) 

分館 

灘崎図書館 503 43,995 3(2) 

 計  1,556,680 71(57) 

移動図書館 車両 4台  中央に含む 

公民館図書コーナー 29公民館へ平均約 5,500冊ずつ配置 

※１ 以降図書館名は以下のとおり省略して表記することあり。 

   中央図書館⇒中央 幸町図書館⇒幸町     浦安総合公園図書館⇒浦安 

西大寺緑花公園緑の図書室⇒緑の図書室又は緑 足守図書館⇒足守   

伊島図書館⇒伊島 建部町図書館⇒建部町   御津図書館⇒御津  瀬戸町図書館⇒瀬戸町 

灘崎図書館⇒灘崎 移動図書館⇒移動     公民館図書コーナー⇒公民館 

※２ 蔵書数は平成 24年度末現在。 

※３ 職員数は平成 25年 4月現在。( )内は司書の人数で内数。また、アルバイト、パート職員、視聴

覚ライブラリー専任の職員は含まない。 

足守図書館、建部町図書館は公民館長が図書館長を兼務。公民館が主たる勤務先であるが、こ

こでは人数にカウントしている。 

※４ 西大寺緑花公園緑の図書室は岡山市公園条例により設置されているが、実質的に地区館として

の機能を果たしていることから、ここでは上表の位置づけとしている。 

(1) 施設等の概要 
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(イ) 施設の特徴 

 

市立図書館は、地域の市民の一番身近にあって、地域に密着した図書館サービスを行

います。地域で生活するすべての人が豊かで文化的な暮らしを築くため、いつでも気軽

に立ち寄って利用できる図書館です。このために、中央図書館、地区館、分館、移動図

書館、公民館図書コーナー等のサービスポイントが一体的に機能して効果的な図書館サ

ービスを実現していくことになります。 

中央図書館は、市立図書館の中枢として、全館の一体的な運営の統括と企画立案や職員

研修、地区館、分館等へのバックアップを行うとともに、移動図書館、障害者サービス、

郷土資料のセンターの役割と、最終的な保存機能、県内外の図書館や学校図書館、公民

館等との連携などの総合的な窓口の役割を担います。 

地区館は、地域の図書館サービスの中核を担い、豊富な資料と読書や交流の場として豊

かな読書環境を提供するとともに、分館のバックアップを行っており、地域における図

書館サービスのほとんどを担っています。地域の学校図書館や子ども文庫などの団体、

ボランティア等が日常的に利用する図書館でもあります。 

分館は、地域へのきめ細かい図書館サービスを担う図書館として、地区館と同様の役割

を果たします。ただし、小規模となるため、中央図書館、地区館から人的、資料的なバ

ックアップや高度なレファレンスの支援等を受けるなど、図書館サービス網の恩恵をも

っとも受ける図書館です。利用者の要求を直接受け止め、資料提供においては中央図書

館をはじめとする全市の図書館網につながる窓口となります。 

移動図書館は遠隔地への図書館サービスや、高齢者・障害者へのサービス、子ども読

書活動の支援など図書館サービスの届きにくい市民や団体への図書館サービスと公民館

図書コーナーの支援を担います。 

公民館図書コーナーその他のサービスポイントはもっとも身近な図書館サービスの窓

口であるとともに、公民館活動としても子ども読書活動や高齢者、子育て世代の交流と

学びの場にもなっています。 

 

 

(ウ）蔵書 

岡山市立図書館では、「岡山市立図書館資料収集方針」に基づき、広範な市民の要求に

合った資料を収集することを基本としています。市民の直接的な要求だけでなく、潜在

的な要求や将来のニーズにも考慮した資料の収集を心がけています。また市立図書館の

収集範囲を超えるような資料については、現在と将来の利用者の便宜を考慮しつつ、県

立図書館や他施設との協力を求めたり、役割分担を図りながら、魅力的な蔵書となるよ

う努めています。 

平成 24年度の蔵書構成と貸出の割合を見ると、ほぼ利用に合った蔵書構成になってい

ると言えます。一般向け資料の中では、文学が 3 割、哲学、歴史、社会、自然科学、技

術、産業、芸術、言語の資料もおおよそ 3 割と、全体としては多様な利用がされていま

す。また、「家庭・生活」の分類（料理、和・洋裁、育児、家庭医学・介護、インテリア

等）の蔵書構成割合は 8％で、貸出冊数割合は 13％と非常によく利用されており、利用
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者の高いニーズがうかがえます。児童向けの資料では、絵本の蔵書構成割合が、4割、貸

出割合は 5割と非常によく利用されています。 

資料費を十分に確保するとともに、市民のニーズを的確に把握した資料収集に努め、

今後とも効果的な資料提供を行っていく必要があります。 

また、地元の図書館が責任を持って収集する必要がある地域固有の郷土・行政資料に

ついては、収集に特に力を入れています。図書、雑誌以外でも、発行情報等の把握が難

しいパンフレットや報告書、小冊子、同人誌などの一般に流通していない出版物も含め

た網羅的な収集を行っています。そのためには、地域と資料に精通した職員を継続的に

育成するなど十分な資料収集体制が必要です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

※一般向け資料＝概ね中学生以上を対象とした図書・雑誌及びＡＶ資料

＜＜＜＜平成平成平成平成24242424年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合とととと貸出冊数割合貸出冊数割合貸出冊数割合貸出冊数割合のののの比較比較比較比較（（（（一般向一般向一般向一般向けけけけ資料資料資料資料・・・・分類順分類順分類順分類順）＞）＞）＞）＞

分類別蔵書構成割合

（蔵書数：1,409,856冊）

哲学・宗教

2.9%

歴史・地理

5.7%

技術

2.2%

産業

2.6%

言語

1.1%

漫画

1.5%

DVD

0.5%

総記

1.9%

郷土

5.5%

社会科学

8.5%

自然科学

4.4%

家庭・生活

7.8%

芸術

6.2%

文学

11.5%

日本の小説

19.7%

雑誌

14.0%

CD

2.4%

ビデオ

0.9%

その他のAV資料

0.6%

分類別貸出冊数割合

（貸出冊数：3,125,027冊）

※足守及び公民館での貸出冊数除く

　（手作業での貸出処理のため）

自然科学

3.7%

技術

1.7%

言語

0.7%

総記

0.9%

郷土

0.6%
哲学・宗教

3.1%

歴史・地理

5.2%

社会科学

4.8%

家庭・生活

13.5%

産業

2.3%

芸術

4.7%

文学

6.0%

日本の小説

26.4%

漫画

5.4%

雑誌

10.6%

CD

6.0%

ビデオ

0.9%

DVD

3.2%

その他のAV資料

0.3%
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※児童向け資料＝概ね小学生以下を対象とした図書・雑誌

＜＜＜＜平成平成平成平成24242424年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合年度蔵書構成割合とととと貸出冊数割合貸出冊数割合貸出冊数割合貸出冊数割合のののの比較比較比較比較（（（（児童向児童向児童向児童向けけけけ資料資料資料資料・・・・分類順分類順分類順分類順）＞）＞）＞）＞

分類別蔵書構成割合

（蔵書数：412,780冊）

紙芝居

2.5%

総記

0.6%

郷土

0.8%

哲学・宗教

0.5%

歴史・地理

2.6%

社会科学

2.1%

自然科学

5.7%

技術

2.4%
産業

1.1%

芸術

4.1%

言語

0.7%

文学

10.4%

絵本

41.9%

日本のよみもの

20.1%

漫画

2.7%

雑誌

1.5%

分類別貸出冊数割合

（貸出冊数：1,125,618冊）

※足守及び公民館での貸出冊数除く

　（手作業での貸出処理のため）

総記

0.3%

郷土

0.3%哲学・宗教

0.7%

歴史・地理

2.0%

社会科学

1.0%
自然科学

4.3%

技術

2.1%

産業

0.8%
芸術

4.2%

言語

0.6%文学

4.7%

紙芝居

1.6%

絵本

50.5%

日本のよみもの

18.3%

漫画

7.9%

雑誌

0.7%
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(エ) 開館日、開館時間 

開館時間については、幸町図書館が平日は県内で最も遅い 20時まで、中央図書館が木

曜日は 19時まで開館するなど一定の工夫を行っています。 

開館日については、中央図書館で、祝日が月曜日と重なるハッピーマンデーの翌火曜

日（県立図書館は休館）を臨時開館したり、緑の図書室で、平成 24年度は月曜開館を 

7回試行するなどしており、市民が利用しやすい開館日、開館時間となるようにさらに工

夫が必要です。 

＜＜＜＜岡山市立岡山市立岡山市立岡山市立各各各各図書館図書館図書館図書館のののの開館開館開館開館時間時間時間時間、、、、休館日休館日休館日休館日＞＞＞＞    

        

図書館名 開館時間 休館日 図書館名 開館時間 休館日

毎週月曜日 毎週水曜日

第二日曜日 祝日

祝日

毎週月曜日 毎週月曜日

第二日曜日 第二日曜日

祝日 祝日

毎週月曜日 毎週月曜日

第二日曜日 第二日曜日

祝日 祝日

毎週月曜日 毎週月曜日

第二日曜日 第二日曜日

祝日 祝日

毎週月・水曜日 毎週月曜日

第二日曜日 第二日曜日

祝日 祝日

　　※1　祝日が休館日と重なれば翌日も休館

　　※2　年末年始(12月28日から1月4日まで）、館内整理期間（1年間約10日間）も休館

10:00～18：00瀬戸町

中 央

10:00～20：00　（平日）

（土日は10：00～18：00）

10:00～18：00

（木曜は11：00～19：00）

10:00～18：00

（日曜は10：00～17：00）

10:00～18：00

足 守

御 津幸 町

緑

10:00～18：00

灘 崎

10:00～18：00

10:00～18：00 9:00～17：00伊 島

建部町10:00～18：00浦 安

    

    

＜＜＜＜岡山県内図書館岡山県内図書館岡山県内図書館岡山県内図書館のののの開館時間開館時間開館時間開館時間のののの比較比較比較比較（（（（開館時間開館時間開館時間開館時間のののの長長長長いいいい例例例例））））＞＞＞＞    

岡山市立幸町図書館    

平日  

土曜･日曜日    

10:00～20:00 

10:00～18:00    

倉敷市立児島図書館    

平日･土曜日 

日曜･祝日    

9:00～19:00 

9:00～17:00    

岡山県立図書館 

平日 

土曜･日曜･祝日 

9:00～19:00 

10:00～18:00 

    

    

＜＜＜＜岡山県内図書館岡山県内図書館岡山県内図書館岡山県内図書館のののの開館日数開館日数開館日数開館日数のののの比較比較比較比較＞＞＞＞    

 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

岡山市立中央図書館 277日 270日 279日 

倉敷市立中央図書館 291日 302日 305日 

岡山県立図書館 286日 305日 304日 
※岡山市立中央図書館は、平成 23年度、コンピュータシステム入れ替えのための休館により開館日が
少なくなっている。 

※岡山県立図書館は、休館日としていた第 3木曜日を平成 23年度から開館している。 

    

＜＜＜＜政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市のののの中央図書館等中央図書館等中央図書館等中央図書館等のののの開館日数比較開館日数比較開館日数比較開館日数比較（（（（平成平成平成平成 22224444 年度年度年度年度）＞）＞）＞）＞    

280日未満 280～289日 290～299日 300日以上 

1市 3市 6市 10市 
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(オ）資料配送体制 

合併による市域の拡大により図書館資料を配送する館が 6館から 10館に増えるととも

に、ふれあいセンターへの資料の配送開始やインターネット予約資料の増加等によって、

配送量が増加しています。今後、分館や公民館、学校、ふれあいセンター等へのコスト

面も含めた効率的で迅速な資料配送体制の構築が課題となっています。 

 

＜＜＜＜配送便数配送便数配送便数配送便数のののの比較比較比較比較＞＞＞＞    

 図書館 公民館 学校 その他 配送方法 

岡山市 

週 10～12 便 

(足守・建部町は週 1便、

御津・瀬戸町は週 3便、 

灘崎は週 5便） 

週 3～4便 ― 

ふれあいセ

ンターへ週 3

便 

直営 

倉敷市 週 6便 週 1～3便 ― ― 

図書館間の

配送は直営 

図書館と公

民館間の配

送は民間宅

配便利用 

 

岡山県立 週 1～2便 ― 

県立高校等

へ週 1便 

― 

民間宅配便

利用 

 
 

関連項目 

（１）（ウ） 

（１）（ウ） 

（１）（エ） 

（１）（オ） 

 

 

 

 

 

 

(ア) 貸出サービス 

平成 20年度以降、全館の個人貸出人数は 70万人を超え、個人貸出冊数も 400万冊を

超えるなど増加しています。（平成 23 年度は、コンピュータシステム入れ替えによる長

期休館という一時的要因により前年度より減少しています。）継続的によく利用されてい

ると言えますが、有効登録者数（1年間に図書館資料を借りた実人数）は、人口の 1割に

も満たず、利用頻度の高い市民がいる一方で、まだ利用していない多くの市民がいるこ

とを示しています。 

【施設等の課題】 

１ 利用者のニーズにあった資料の収集と更新 

２ 郷土資料の継続的な収集・保存と活用 

３ 市民が利用しやすい開館日、開館時間の設定 

４ 効率的で迅速な資料配送体制の構築 

 (2) 資料･情報提供サービス 
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合併後の御津・灘崎・建部町・瀬戸町の 4 館は、単館での運営から、蔵書の更新、予

約サービスの向上など岡山市の図書館サービス網のバックアップ効果により、利用が増

加しました。 

また、平成 22年 4月に新設した西大寺緑花公園緑の図書室も、貸出冊数が西大寺図書

館時代の平成 20年度の 33万冊に比べ、平成 24年度は貸出冊数で約 1.8倍と大幅に利用

が増加しています。 

既設の瀬戸町図書館でも、貸出冊数で約 1.8倍と大幅に増加しており、引き続き新規利

用者の開拓などによる利用の活性化が課題と言えます。 

全館がひとつの図書館システムとしての効果を発揮することが重要で、中央図書館や

地区館は各分館等へのバックアップ機能を果たし、資料や職員による重点的な支援を行

うことが欠かせません。 

図書館は貸出だけでなく、豊富な資料と、読書や調べもの、交流の場としてゆっくり

くつろいで過ごせる施設環境が必要ですが、特に中央図書館と幸町図書館など利用環境

の優れた図書館の利用は活発で、2館で全体の貸出冊数の約 6割を占めています。こうし

た図書館は一日に 1,000人を超える入館者があり、地域の交流の場にもなっています。 

公民館図書コーナーについては、蔵書の更新や利用環境が不十分なこともあり、利用

は減少傾向にあり課題となっています。 

図書館別貸出人数の推移

742,745

702,419

712,760
728,488

773,360

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度 平成平成平成平成21212121年度年度年度年度 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

人

中央

幸町

浦安

足守

伊島

建部町

御津

瀬戸町

灘崎

移動

緑

公民館

ふれあい

計

※貸出人数は、貸出手続きをした延べ回数。１日に同じ人を複数回カウントすることもある。 

このため、フロアーが３つに分かれる幸町図書館は多くなっている。 

※平成 23年度は、コンピュータシステム入れ替えのための休館があった。 
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※平成 23年度は、コンピュータシステム入れ替えのため、平成 23年 4月から 24年 2月 5日
の休館までの約 10か月分の登録者数。平成 24年度以前は複数の図書館を利用している場合
は、それぞれ一人としてカウントしていた。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 23年度は、コンピュータシステム入れ替えのための休館があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有効登録者数の推移

図書館別個人貸出冊数の推移

4,382,602
4,367,313

4,226,253

4,093,374

4,432,931

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度 平成平成平成平成21212121年度年度年度年度 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

冊

中央

幸町

浦安

足守

伊島

建部町

御津

瀬戸町

灘崎

移動

緑

公民館

ふれあい

合計

84,697 85,056

88,965

81,093

67,601

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

人
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＜図書館別個人貸出冊数の推移（冊）＞

館名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

中央 1,445,882 1,492,566 1,474,622 1,444,369 1,421,249

幸町 1,145,758 1,197,652 1,182,313 1,169,137 1,146,831

浦安 338,460 350,883 340,967 333,968 326,818

足守 15,001 14,491 14,496 13,434 13,511

伊島 258,903 263,105 266,474 269,039 271,004

建部町 25,492 28,753 30,286 29,917 22,373

御津 59,496 65,896 69,847 70,309 70,519

瀬戸町 81,830 99,039 106,633 105,212 107,240

灘崎 135,135 147,827 151,846 153,554 178,834

移動 109,489 116,166 115,053 103,474 104,800

緑 334,877 321,388 552,624 557,504 598,129

公民館 143,051 128,487 125,838 115,057 118,369

ふれあい 1,932 2,339 2,925

合計 4,093,3744,093,3744,093,3744,093,374 4,226,2534,226,2534,226,2534,226,253 4,432,9314,432,9314,432,9314,432,931 4,367,3134,367,3134,367,3134,367,313 4,382,6024,382,6024,382,6024,382,602

 

※緑は平成 21 年度までは西大寺図書館 

※合併前の各図書館の貸出冊数は平成 17 年度の建部町が 16,625 冊、瀬戸町が 54,226 冊、平成１６年度の御

津町が 38,990 冊、灘崎町が 109,206 冊であった。 

 

(イ) 予約サービス 

予約受付件数は、平成 20年度の約 46万件から平成 24年度の約 76万件の約 1.6倍と

大幅に増加しています。特にインターネットによる予約は、平成 22年 9月に予約対象資

料を在庫資料や AV 資料にも拡大したこともあり、平成 24 年度は平成 20 年度に比べて

約 4.4倍、予約全体に占める割合も 5割を超えました。インターネット予約の受取は、公

民館やふれあいセンターでも求められており、今後の課題となっています。 

予約サービスは、市民の資料ニーズに直接応える基本的なサービスであり、資料の迅

速な提供や、未所蔵の資料でも他の図書館との相互貸借*による連携により徹底して応え

ることが必要です。 

窓口で受ける予約については、利用者との対話の中で適切な資料を選ぶ援助が大切で

あり、特に図書館に不慣れな利用者や子どもたちには、積極的な資料相談*による丁寧な

対応が必要です。 

 

  ＊相互貸借：利用者の求めに応じて図書館どうしで資料の貸借をすること。           

＊資料相談：利用者からの資料･情報要求に図書館職員が援助し応える業務。「読書案内」ともいう。 
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予約受付件数推移

0

100,000

200,000

300,000
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

件

予約全体　（件）

インターネット予約

 

 

 

 

           平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

予約受付件数(件） 461,382 509,508 603,068 621,510 759,594 

うちインターネット予約(件) 92,499 111,610 205,165 251,581 409,060 

予約に占めるインターネッ

ト予約の割合 

20.0% 21.9% 34.0% 40.5% 53.9% 

 

 

    予約受付件数推移   



 15 

 

(ウ) 資料相談･レファレンスサービス 

資料相談・レファレンス受付件数は平成 24年度は平成 20年度の約 1.2倍となってい

ます。 

様々な課題に直面する市民が必要な知識を求めるとき、大量の情報の中から、迅速・

的確に適切な資料を用意して提供する図書館の果たす役割は大きいものがあります。     

どの資料を選べばよいか支援する資料相談*や調べものの援助や回答を行うレファレ

ンスサービス*は特に重要なサービスです。 

岡山市立図書館全体の資料、さらには県内、県外の図書館の資料を案内することはも

ちろん、インターネットやデータベースなどを活用した情報サービスの拠点となること

も期待されています。 

図書館利用に不慣れな人でも図書館を活用できるように援助を行ったり、インターネ

ットなどの玉石混交の膨大な情報から適切な資料・情報を用意し、迅速に提供したりす

るためには、研修等による専門職員の資質の向上が欠かせません。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料相談：利用者からの資料･情報要求に図書館職員が援助し応える業務。「読書案内」ともいう。 

＊レファレンスサービス：利用者からの質問や相談に応えるための人的援助や資料･情報の提供、回答を

行う業務。主に調査研究機能を目的とした援助。情報サービス。 

※資料相談とレファレンスサービスの区別は明確でないことも多い。 

※レファレンスは電子メールでも受付けている。 

 

 

資料相談・レファレンス受付件数の推移
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(エ) 電子メディアへの対応 

情報技術の革新的な進歩に伴う様々な電子メディアへの対応は、情報提供の拠点とな

るべき図書館では積極的に取り組むべき課題です。具体的には、情報環境の整備（デー

タベース、インターネット端末、インターネット用 LAN 等）、デジタルコンテンツの充

実（貴重資料のデジタル化やホームページからの情報提供等）、音訳データや関連機器の

障害者サービスへの活用、ソーシャルネットワークの広報活動への活用など、多岐にわ

たります。平成 16年に開館した岡山県立図書館と比較すると、現状ではこれらの利用環

境の整備や活用が十分ではありません。 

電子書籍の提供については、全国的にも図書館での取組が始まったばかりであり、導

入には十分な検討が必要です。 

＜＜＜＜電子電子電子電子メディアメディアメディアメディアのののの利用環境利用環境利用環境利用環境、、、、活用事例活用事例活用事例活用事例＞＞＞＞    

 岡山市立図書館 岡山県立図書館 

データベース 5 種（山陽新聞、朝日新

聞、日経テレコン、日外

WEB、官報検索） 

9 種（左記に加え、ジャパンナレッ

ジ、TKCローライブラリーなど） 

インターネット端

末 

8台（中央 3、幸町 2、御

津 1、瀬戸町 2） 

26台 

インターネット用

LAN 

有線 LAN 2箇所(中央) 有線 LAN約 200箇所 

資料のデジタル化 郷土資料画像集（貴重資

料のデジタル化） 

デジタル岡山大百科（岡山に関する

映像、静止画等） 

障害者サービス DAISY*規格の録音図*

書*の貸出 

DAISY規格の録音図書の貸出、 

サピエ図書館*からの音声データの

ダウンロード、 

携帯音楽プレーヤーに録音図書デ

ータを入れて郵送貸出 

広報活動 ホームページ ホームページ、ソーシャルネットワ

ーク（ツイッター、フェイスブック） 
 ＊DAISY(ﾃﾞｲｼﾞｰ)：視覚障害者等のためのデジタル録音図書の国際標準規格。Digital Accessible 

Information Systemの略称。 
＊録音図書：小説やエッセイなどの図書を音声化して、カセットテープや CD-Rに録音したもの。 

 ＊サピエ図書館：視覚障害者情報総合システム。視覚障害者等に対して、点字、ＤＡＩＳＹデータをは

じめ、暮らしに密着した地域・生活情報など様々な情報を提供するネットワーク。日本点字図書館が

システムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っている。 
 

 関連項目 

（２）（ア） 

（２）（ア） 

（２）（ア） 

（２）（ア）、（イ） 

（２）（イ） 

（２）（ウ） 

 

（２）（エ） 

【資料･情報提供サービスの課題】 

１ 新規利用者の開拓など、利用の活性化 

２ 分館へのバックアップなど全館の一体的運用体制の強化 

３ 快適な読書や調べもの等が可能な利用環境への配慮 

４ 公民館の身近なサービスポイントとしての機能の向上 

５ 受取場所の拡充等インターネット予約のさらなる活用 

６ 多様化する資料要求に徹底して応えるための資料相談･

レファレンスサービスの強化 

７ 電子メディアの利用環境の整備と積極的な活用 
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(ア) 移動図書館 

移動図書館は、近くに図書館がない地域や高齢者・障害者など図書館の利用が困難な

市民への図書館サービスを届ける重要な役割を担っています。また、近年では、子ども

の読書活動推進も視野に入れ、幼稚園・保育園への巡回を拡充しています。しかし、合

併による市域の拡大もあり、図書館サービスが行き届いていない地域や病院、福祉施設

等を十分にカバーできているとは言えません。市の中心部に近い巡回先も一部継続して

おり、効果的なサービス提供のためには巡回先の再編が課題です。 

 

 

＜＜＜＜移動図書館巡回先移動図書館巡回先移動図書館巡回先移動図書館巡回先のののの推移推移推移推移＞＞＞＞ 

    

※その他の巡回箇所 

原則として 

中央図書館、地区館（幸町、浦安、緑）から１．５ｋｍ圏外 

分館（足守、伊島、建部町、御津、瀬戸町、灘崎）・公民館から１ｋｍ圏外 

    

    

    

    

    

    

    

(3) 移動図書館、公民館図書コーナー等 

巡回先 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

小学校 11 11 9 10 10 

幼稚園 1 3 3 5 7 

保育園 1 2 2 7 8 

児童館 - 1 1 1 1 

その他 1 1 1 1 1 

児童を対象 

とする施設 

計 14 18 16 24 27 

障  害  者  施  設 3 3 3 3 3 

高  齢  者  施  設 10 10 11 10 9 

そ の 他 の 巡 回 箇 所 86 82 81 73 70 

合  計 113 113 111 110 109 
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＜＜＜＜北区北区北区北区＞＞＞＞ ＜＜＜＜中区中区中区中区＞＞＞＞

中学校区中学校区中学校区中学校区 小学校区小学校区小学校区小学校区 巡回先巡回先巡回先巡回先 中学校区中学校区中学校区中学校区 小学校区小学校区小学校区小学校区 巡回先巡回先巡回先巡回先

建部 竹枝 竹枝小学校 高島 祇園　山手広場

御津 御津 御津幼稚園 市営高島団地　八幡神社前

足守 蛍明 蛍明小学校 市営高島団地東

鯉山 鯉山小学校 藤原団地　国土交通省官舎

庄内 庄内保育園 学校給食センター

一宮　緑町公園 幡多幼稚園

一宮　高堤町内会集会所 幸輝園

平津 緑ヶ丘団地　ガス集配所前 乙多見保育園

芳賀佐山団地　中央集会所 東ヶ丘団地中央集会所

桃丘小学校 竜之口幼稚園

馬屋下 大窪　元大丸ストア駐車場 岡山県立岡山聾学校

馬屋上 馬屋上小学校 浜保育園

野谷 野谷小学校 宇野保育園

横井小学校正門前 善隣館

イズミヤ津高店 宇野団地公園

マスカット団地 県営原尾島住宅

半田山ハイツ　第３遊園地 中央公民館三勲分館

津高台団地　津高集会所 住吉町　仲よし公園

中牧　郷公会堂 三勲幼稚園

下牧　牧山郵便局前 御成町

玉柏諏訪宮 門田文化町　権現坂四つ角

牟佐保育園 門田本町公会堂

ＪＡ岡山　牟佐事業所 操陽南山町内会集会所

大原土地改良区現場事務所 オーバルスポーツコム円山

岡山県立岡山支援学校 山崎本町公会堂南

三野三丁目　根石商店前 旭東 サンライフ門田

北方四丁目　四日市公会堂 平井保育園

伊島 さつきヶ丘団地 操南団地　東洋管工倉庫前

津島 報恩積善会 ＪＡ岡山　操陽事業所

三門 西崎本町　妙見教会 倉益公集館

大野コミュニティハウス ＪＡ岡山　操南支所

北長瀬公会堂 アダムスホーム

川入　吉備団地集会所

吉備西幼稚園 ＜＜＜＜東区東区東区東区＞＞＞＞

陵南小学校 中学校区中学校区中学校区中学校区 小学校区小学校区小学校区小学校区 巡回先巡回先巡回先巡回先

さわらびの家 雄神幼稚園

ＪＡ岡山　白石支所 会陽の里

御南 岡山鉄工センター 西大寺 西大寺公民館芳野分館

のぞみ寮 西大寺南 金岡保育園

今　岡山市道路維持事務所 豊 長沼　寺前農機庫前

城東台 東岡山レークタウン　城東台西集会所

＜＜＜＜南区南区南区南区＞＞＞＞ 浮田 青葉団地集会所

中学校区中学校区中学校区中学校区 小学校区小学校区小学校区小学校区 巡回先巡回先巡回先巡回先 平島 平島団地

芳泉 芳泉 当新田市営住宅 鉄

福南 南輝 あけぼの町 鉄遊園地

郡　萬年寺 古都南方

甲浦幼稚園 露重団地

阿津公会堂 宍甘第２遊園地

小串コミュニティハウス 中川町　南陽台団地

若草団地 益野団地中央集会所

さわやか団地第２遊園地 グループホームあうん

星和台集会所 アミーユ西大寺

東疇 東疇小学校 松新公会堂

曽根 曽根保育園 上南 政田 政田小学校

藤田 第一藤田 都老人憩いの家 大宮 阿知の里

灘崎 彦崎 植松児童館 太伯 吉塔東バス停横

幸島 水門

正儀

平成25年4月現在 久々井

※ホームページに公開しているもののみ。身体障害者への家庭配本や団体貸出のみの巡回先は除く。

興除

妹尾 妹尾

光南台

甲浦

小串

財田

竜之口

古都

旭東

御野

桃丘

操南

高松

中山

香和

東山

中山

操山

岡北

雄神

牧石

西大寺

陵南

吉備

大野

西

平井

操南

旭操

京山

石井

吉備

御南

上道

朝日

可知

芥子山

山南

＜＜＜＜平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度　　　　移動図書館巡回先一覧移動図書館巡回先一覧移動図書館巡回先一覧移動図書館巡回先一覧＞＞＞＞

高島

旭竜

富山 富山

宇野

三勲

横井

幡多

竜操
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 (イ) 公民館図書コーナー等 

公民館図書コーナーは、図書館が近隣にある公民館を除き、ほぼ各中学校区にありま

す。市民にとってはアクセスしやすいため、遠くに出かけにくい高齢者や子どもたちな

ど、近くで図書館サービスを受けたい市民にとっては有効なサービスポイントと言えま

す。平成24年6月から8月にかけて実施した公民館図書コーナー利用者アンケートでは、

10歳代以下と 60歳代以上を合わせると、6割を超えており、そのことを裏付ける結果と

なっています。 

しかし、利用環境としては、蔵書数は約 1,300冊～11,000冊、面積は約 13㎡～116㎡

と限られていています。毎月 1 回中央図書館から一定の図書を入れ替えていますが、館

数も多いため、新刊書の配本は不足しています。 

また、貸出管理をコンピュータシステムではなく手作業で行っており、図書館から本

を取り寄せる予約サービスは、窓口での受付のみとなっています。 

公民館図書コーナー全体では、利用が年々減少しており、6割程度の公民館図書コーナ

ーでこうした傾向が見られます。今後、インターネット予約の活用による迅速な資料提

供や絵本や子育て関連、高齢者向きの資料など地域で利用ニーズの高い資料の配置、更

新等により、身近なサービスポイントとしての機能の向上が課題です。  

また、各ふれあいセンターの図書室で予約資料の受取や資料の返却を平成 22年 7月か

ら行っていますが、さらに予約の受取等が可能なサービスポイントの拡充を図ることが

求められています。  

 

 

＜＜＜＜公民館公民館公民館公民館図書図書図書図書コーナーコーナーコーナーコーナー利用者利用者利用者利用者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666～～～～8888 月実施月実施月実施月実施））））抜粋抜粋抜粋抜粋＞＞＞＞    

年　齢　構　成

①10歳代以

下

19%

②20歳代

3%

③30歳代

14%

④40歳代

10%

⑤50歳代

9%

⑥60歳代

23%

⑦70歳代以

上

22%

 

利用頻度

④月１～２回

51%

⑤年に数回

22%

⑥初めて

6%

①ほぼ毎日

1%

③週１～２回

17%

②週3回以上

3%

 

アンケート実施期間：平成 24年 6月 1日～8月 31日 回答数：555件 
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面積 貸出人数 貸出冊数 登録者数 貸出人数 貸出冊数 登録者数 貸出人数 貸出冊数 登録者数

（㎡） (人) (冊) (人) (人) (冊) (人) (人) (冊) (人) (冊)

中　央 93.00 387 859 62 503 1,202 96 1,017 2,560 161 2,345

旭 22.80 557 1,497 109 582 1,528 68 796 1,890 82 3,153

一　宮 16.98 2,658 8,846 371 2,114 7,276 312 2,251 7,757 314 6,794

大　元 35.00 1,207 3,607 291 954 2,949 234 1,450 4,366 235 4,979

岡　西 62.40 1,658 4,402 288 1,346 3,685 234 1,201 3,427 199 4,220

北 34.00 1,610 4,658 307 1,355 3,486 263 1,234 3,448 262 8,473

吉　備 156.00 1,844 6,184 338 2,109 6,489 335 2,034 6,724 336 4,444

岡　南 13.02 811 2,379 280 949 3,001 322 846 2,352 250 2,553

高　松 34.79 2,415 7,333 358 1,944 5,521 347 1,585 4,099 278 5,615

津　高 31.16 1,324 4,229 237 1,424 4,392 301 1,460 4,487 188 5,177

御南西 50.60 3,610 12,218 713 3,286 10,456 661 3,057 9,686 545 9,240

旭　東 21.72 1,624 5,404 367 1,291 4,118 297 1,464 4,700 272 6,492

操　南 26.14 998 3,327 138 955 2,944 130 931 2,689 130 5,093

高　島 20.00 1,893 5,908 362 2,035 6,709 370 2,186 6,880 343 4,859

富　山 25.00 1,654 4,974 324 1,357 3,998 280 1,288 3,784 275 7,141

東 22.79 877 3,821 175 1,149 4,689 131 1,039 4,161 83 4,773

東　山 116.00 2,440 7,268 345 2,181 6,364 322 2,079 6,366 275 11,401

山　南 27.51 539 1,432 106 400 1,131 66 534 1,639 80 3,772

上　道 84.00 1,292 4,110 249 1,360 4,448 238 977 2,868 210 5,073

上　南 24.00 667 2,288 157 771 2,557 116 626 1,718 83 2,379

万　富 66.00 268 783 69 359 1,034 66 315 695 387 1,497

興　除 46.87 1,139 3,188 222 954 3,067 172 993 3,299 188 6,050

光南台 22.75 797 2,738 149 953 3,023 146 994 3,497 150 6,706

妹　尾 14.40 1,643 5,067 250 1,593 5,253 226 1,444 4,358 209 6,449

福　田 58.66 2,620 9,193 420 1,764 6,780 310 1,686 6,101 322 8,129

福　浜 40.00 1,159 3,433 247 1,317 4,073 272 1,322 3,981 290 8,378

藤　田 14.89 525 1,465 79 292 775 64 572 1,472 103 2,981

南 44.75 628 1,846 146 622 1,716 162 913 2,897 165 8,796

芳　田 15.69 1,005 3,381 180 951 2,923 158 2,126 6,456 164 4,783

合　計 39,849 125,838 7,339 36,870 115,587 6,699 38,420 118,357 6,579 161,745

<<<<公民館図書公民館図書公民館図書公民館図書コーナーコーナーコーナーコーナーのののの面積面積面積面積・・・・貸出人数貸出人数貸出人数貸出人数・・・・貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数・・・・登録者数登録者数登録者数登録者数・・・・配置冊数配置冊数配置冊数配置冊数>>>>

館　名

配置冊数

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

 ※配置冊数は平成 24 年度末現在 

 

 

関連項目 

（３）（ア） 

（３）（イ） 

（３）（ア）、（イ） 

 

 

【移動図書館、公民館図書コーナーの課題】 

１ 移動図書館の機動性を活かしたより効果的な巡回 

２ 公民館の身近なサービスポイントとしての機能の向上 

３ 予約の受取等ができるサービスポイントの拡充 
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(ア) 子どもへのサービス 

  平成 21年 3月に策定した「岡山市子ども読書活動推進計画」に基づき、市民や公民館、

八角園舎、他部局等と連携して様々な取組を行っています。 

  子ども向けの行事については、読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアター、人形劇、腹

話術、工作教室などを行っています。また、乳幼児を対象とした行事では、「赤ちゃんの

絵本読み聞かせ体験」、「おやこおたのしみ会」など、親子でふれあう体験を通して読書

に親しんでもらえるよう努めています。内容や回数の充実を図るためには、ボランティ

アの育成支援などを引き続き進めていくことが必要です。 

また、図書館資料については、児童書の蔵書冊数が同計画で目標とした 40万冊を超え、

順調に利用されています。蔵書の更新を含め、今後さらに充実を図ることが必要です。 

 

＜＜＜＜児童書蔵書冊数児童書蔵書冊数児童書蔵書冊数児童書蔵書冊数、、、、貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数のののの推移推移推移推移＞＞＞＞    

375,753 388,491
401,876 409,976 406,459

1,167,629
1,147,412

1,144,652

1,084,8221,073,846

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

冊

児童書蔵書冊数 児童書貸出冊数

 

(イ) 図書館の利用に障害のある方や高齢者等へのサービス 

  図書館の利用に障害のある方*へのサービスとしては、録音図書の貸出、録音図書の郵

送貸出（視覚障害者のみ）、対面朗読*、プライベートサービス*、移動図書館による身障

者家庭配本*などを実施しています。これらの多くは「岡山市立図書館朗読奉仕の会」の

長年にわたるボランティア活動に支えられて実施されており、一定の利用がありますが、

今後さらに福祉関連部局と連携した広報などの情報提供に努め、さらなる利用を推進す

ることが必要です。 

  図書館内の機器としては、字が見えにくい方のために、拡大鏡や拡大読書機*を、視覚

障害がある方のために、DAISY 規格の録音図書再生録音機（プレクストーク PTR2）や

音声読書器*、音声読み上げパソコンなどを設置しています。また、図書館資料としては、

(4) 様々な図書館利用者に対応したサービス 
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高齢者や字の見えにくい方向けに（一般の方も利用可能）、大活字本や朗読 CD の収集、

提供を行っていますが、充実が必要です。さらに、サピエ図書館（視覚障害者情報総合

システム）といった電子化されたインターネット上の録音図書等の活用や、対面朗読や

録音図書の作成ボランティアの継続的な育成支援も課題となっています。 

  多文化サービスの取組としては外国語の利用案内や外国語の絵本、小説、写真集、日

本を紹介する本等、日本の暮らしや日本語の学習に役立つ資料などの提供や外国語絵本

の読み聞かせなどを行っています。ただし県立図書館は充実した外国語資料を所蔵して

いることから、県立図書館との役割分担と連携を図りながら、市立図書館として利用の

ニーズを把握し、必要な資料をそろえていくことが必要です。 

 ＊図書館の利用に障害のある方：「視覚やその他の障害で通常の読書ができない」、「寝たきりで本が読め

ない」、「病気のため活字を長時間読めなくなった」などの理由で読書や図書館利用が困難な方。 

 ＊対面朗読：図書や雑誌などを、図書館の対面朗読室で音訳ボランティアが代読するサービス。 

 ＊プライベートサービス：生活上必要な書類などを音訳し、カセットテープや CD-R など（利用者が実

費を負担）に録音して提供するサービス。 

 ＊移動図書館による身障者家庭配本：重度の身体障害がある方の家庭まで、月に 1 回、移動図書館車が

配本するサービス。 

＊拡大読書器：印刷された活字や写真を拡大して表示する機器 

 ＊音声読書器：印刷された活字文書を音声で読み上げる機器。 

 

＜＜＜＜障害者用障害者用障害者用障害者用録音図書録音図書録音図書録音図書貸出貸出貸出貸出点点点点数数数数、、、、身障者家庭配本貸出身障者家庭配本貸出身障者家庭配本貸出身障者家庭配本貸出点点点点数数数数のののの推移推移推移推移＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
関連項目 

（４）（ア） 

 

（４）（イ） 

 

（４）（イ） 

（４）（ア）、（イ） 

（５）、（６）（ウ） 

（４）（イ） 

【様々な図書館利用者に対応したサービスの課題】 

１ 児童書の充実やボランティア・他部局と連携した子ども

の読書活動の一層の推進 

２ 障害者サービスについての情報提供、電子メディアの活

用 

３ 録音図書や大活字本などの充実 

４ 様々なボランティア等への活動場所の提供や積極的な育

成支援 

５ 外国人の利用ニーズの把握や県立図書館との連携 

2,413

3,390

3,800

3,025

3,510

1,531

969

1,031

832

786

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度 平成平成平成平成21212121年度年度年度年度 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

点

障害者用録音図書貸出数 身障者家庭配本貸出数

※障害者用録音図書の貸出数は、本市所蔵の 録音図書と、 
他の機関等から借受けた録音 図書の貸出数の計 
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  図書館では、本との出会いのきっかけをつくったり、市民の様々な学習意欲に応えた

りするような各種事業に取り組んでいます。 

  資料展示については、各館で「テーマ別図書コーナー」を設け、時事や季節に応じた

資料の展示を行っています。たとえば、中央図書館では、郷土の歴史や自然に関する展

示や関係機関と連携した ESD*に関する展示などを行っています。これらは、様々なテー

マに関する図書館資料を紹介し、有効に活用してもらうための大切な手段であり、今後

も継続していくことが必要です。 

  子どもやその保護者を対象とした行事は、子どもの読書活動の推進や子育て支援の一

環として、全館で積極的に行っています。近年の取組としては、中央図書館、幸町図書

館で音楽会を開催しており非常に好評で、図書館が文化的な交流の場にもなっていると

言えます。 

  大人を対象とした行事については、中央図書館を中心に、古文書解読講座や読書・文

学・歴史に関する講演会などを行っています。 

県立図書館では、他の部局や機関と連携して活発に講座等を開催しており、今後、市

立図書館として必要な課題については、県立図書館と一層連絡を密にし、連携・協力し

ながら取り組んでいくことが必要です。 

図書館職員が積極的に地域や市民の課題に向き合うとともに、今まで以上に、ボラン

ティアや関係機関、施設、団体等との連携や課題に対応した人材の育成等の支援に努め

ることが必要となります。 

    

                                        ＜＜＜＜平成平成平成平成 22224444 年度各種事業年度各種事業年度各種事業年度各種事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況＞＞＞＞            （単位：回数）    

対象 乳幼児・児童 児童･保護者 一般･児童 一般･児童 一般 ボランティア等 

内容 読み聞かせ等 体験学習等 音楽会 映画会 講座 講座 

中  央 118 30 2 24 34 12 

幸  町 94 27 7 101 36 1 

浦  安 79 1 ‐ ‐ 12 ‐ 

緑 63 9 ‐ 3 ‐ ‐ 

伊  島 11 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 

御  津 63 2 ‐ 14 ‐ ‐ 

建部町 18 1 ‐ 5 ‐ ‐ 

瀬戸町 51 2 ‐ 1 3 ‐ 

灘  崎 32 12 ‐ 3 ‐ ‐ 

合  計 530 84 9 151 85 13 

    

 

    

    

    

(5) 市民の様々な課題に対応したサービス 
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関連項目 

（５） 

    

（５） 

    

（５） 

（４）（ア）、（イ） 

（５）、（６）（ウ） 

 

＊ＥＳＤ：「持続可能な開発のための教育」：Education for Sustainable Development の頭文字をとった

もの。１人で生きているのではなく、様々なつながり（世界の人々と・未来の世代と・環境と･･･）の中

で生きていることを認識し、より良い社会づくりのため、身近なところから行動を起こす力を育てる取

り組みです。 

【市民の様々な課題に対応したサービスの課題】 

１ 幅広い利用者のニーズ・課題に対応した講座や学習機会の提

供 

２ 職員の積極的な取り組みとボランティアや関係機関、団体

等との連携強化 

３ 県立図書館との連携・協力の強化 

４ 様々なボランティア等への活動場所の提供や積極的な育成支

援（再掲） 
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(ア) 学校園との連携・協力 

岡山市が推進する「豊かでしなやかな心をもった子どもの育成」、「主体的に学び続け

る子どもの育成」、「建設的な人間関係を築く子どもの育成」に向けた教育活動を支える

ための一つの柱として、岡山市立の小中高等学校全校に学校司書を配置、さらに 12学級

以上の学校には司書教諭を配置しています。図書の時間や朝読書、調べ学習などを通じ

て、学校図書館が子どもの育成に積極的に関わっています。 

市立図書館は学校図書館の活動を支援するために、たとえば、総合的な学習の時間等

において、調べ学習を行う児童・生徒に必要な資料を求める学校に対して、円滑な資料

支援を行うことが大切です。しかし、現状では来館した学校司書に個別に対応している

ケースがほとんどであり、学校への円滑な資料の配送も求められています。今後、学校

のニーズを把握しながら、調べ学習や情報リテラシー教育等に対応した図書セットを準

備するなど、より組織的な連携が課題となっています。 

幼稚園、保育園については、移動図書館が巡回して団体貸出を行っています。今後も

地域に密着した取組を行い、子どもの読書活動の推進につなげていく必要があります。 

 

＜＜＜＜平成平成平成平成 22224444 年度団体貸出利用状況年度団体貸出利用状況年度団体貸出利用状況年度団体貸出利用状況＞＞＞＞    

学校園 子ども文庫など 計 学校園 子ども文庫など 合計

中  央 105 25 130 6,894 5,423 12,317

幸  町 75 12 87 6,924 1,005 7,929

浦  安 16 7 23 320 827 1,147

緑 32 16 48 1,384 326 1,710

伊  島 8 4 12 227 188 415

御  津 13 5 18 2,271 166 2,437

建部町 5 2 7 356 10 366

瀬戸町 7 5 12 363 284 647

灘  崎 7 2 9 1,090 122 1,212

移　動 22 22 44 7,763 5,259 13,022

合  計 290 100 390 27,592 13,610 41,202

利用団体数（団体）

館　名

団体貸出冊数（冊数）

                            

※利用団体数は、年度内に一度でも利用した各館毎の登録団体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 学校園や公民館、ボランティア等との連携・協力 
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(イ) 公民館との連携・協力 

公民館では、地域の様々な課題を持った市民が活発な活動を展開しています。これら

の活動に対して図書館の資料を提供したり、逆に、活動成果として作成された資料を図

書館に寄贈していただくなど様々な連携を行っています。今後も ESD活動などをはじめ

として、連携を強化していくことが必要です。 

 

(ウ)ボランティア等との連携･協力 

各図書館で行っている子ども向けの行事は、様々なボランティア団体との連携・協力の

もとで行っています。また、中央図書館は、子ども読書活動推進のセンターとして「岡山

市で活躍している子どもの読書活動関連ボランティアリスト」を作成し、ボランティア出

張活動の紹介やボランティア活動希望者への紹介を行っています。 

障害者サービスに関するボランティア団体としては、昭和 52年から活動している「岡

山市立図書館朗読奉仕の会」があります。対面朗読や録音図書の作成にとどまらず、市

広報紙の音訳にも協力するなど、精力的に活動しています。この活動の継続のため、中

央図書館では、音訳ボランティアの養成講座を毎年開催しています。 

今後も、これらのボランティア団体との連携・協力を継続することが必要です。 

また、子ども読書活動にかかわる学校支援ボランティアなど図書館以外で活動するボ

ランティアや各種課題に対応したボランティアなど幅広い活動分野について、活動場所

の提供や育成支援を積極的に進めていく必要があります。 

    

＜＜＜＜平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度各図書館各図書館各図書館各図書館でででで活動活動活動活動しているしているしているしているボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体数一覧数一覧数一覧数一覧＞＞＞＞    

    

※複数の図書館で活動しているボランティアがあるため、重複あり 

    

＜＜＜＜障害者障害者障害者障害者サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするするボランティアボランティアボランティアボランティア活動実績活動実績活動実績活動実績のののの推移推移推移推移＞＞＞＞    

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

対面朗読（回） 82 62 46 48 32 

朗読テープ・ 

ＤＡＩＳＹ作成点数(点) 

131 136 206 187 176 

 

館　名 子ども向け活動 障害者向け活動

中　央 16 1

幸　町 19 1

浦　安 3

緑 9

伊　島 2

足　守 1

御　津 1

建　部　町 2

瀬　戸　町 5

灘　崎 2

合　計 60 2



 27 

 関連項目 

（６）（ア） 

（６）（ア） 

（６）（イ） 

（６）（ウ） 

（４）（ア）、（イ） 

（５）、（６）（ウ） 

【学校園やボランティア等との連携・協力の課題】 

１ 学校との組織的な連携・協力体制の整備 

２ 学校園への資料配送体制の構築 

３ 公民館との連携の強化 

４ ボランティアとの連携・協力の継続 

５ 様々なボランティア等への活動場所の提供や積極的な育成支

援(再掲) 
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(ア) 政令指定都市との各種指標の比較 

政令市との各種数値の比較に際しては、人口規模が 70万人～300万人台と開きが大き

く比較することは難しい面がありますが、岡山市は市民１人あたりの貸出冊数や蔵書冊

数については政令市の中では上位に位置しています。 
                       

 

 (7) 他の政令指定都市との比較 

1 さいたま 8.75 さいたま 2.07 大 阪 0.25 静 岡 3.16 熊 本 326

2 静 岡 6.68 川 崎 1.32 広 島 0.15 さいたま 2.74 静 岡 269

3 岡岡岡岡 山山山山 6.336.336.336.33 広 島 1.28 福 岡 0.13 浜 松 2.74 新 潟 259

4 新 潟 5.82 千 葉 1.27 堺 0.11 岡岡岡岡 山山山山 2.332.332.332.33 広 島 183

5 堺 5.70 堺 1.17 千 葉 0.09 千 葉 2.30 岡岡岡岡 山山山山 168168168168

6 京 都 5.46 神 戸 1.14 さいたま 0.08 堺 2.26 さいたま 157

7 浜 松 5.33 大 阪 1.12 静 岡 0.07 新 潟 2.22 堺 152

8 名 古 屋 5.20 京 都 1.02 横 浜 0.07 相 模 原 2.01 北 九 州 151

9 大 阪 4.94 浜 松 0.93 札 幌 0.07 広 島 1.86 京 都 149

10 千 葉 4.74 岡岡岡岡 山山山山 0.900.900.900.90 岡岡岡岡 山山山山 0.070.070.070.07 仙 台 1.77 仙 台 141

11 川 崎 4.68 新 潟 0.85 仙 台 0.06 北 九 州 1.75 浜 松 133

12 神 戸 4.62 横 浜 0.78 神 戸 0.06 熊 本 1.69 相 模 原 131

13 広 島 4.53 札 幌 0.75 相 模 原 0.05 大 阪 1.51 神 戸 123

14 相 模 原 4.38 静 岡 0.74 川 崎 0.04 名 古 屋 1.45 千 葉 112

15 札 幌 3.98 相 模 原 0.64 北 九 州 0.04 川 崎 1.39 川 崎 105

16 熊 本 3.62 福 岡 0.57 京 都 0.03 福 岡 1.36 名 古 屋 99

17 福 岡 3.58 仙 台 0.55 浜 松 0.02 札 幌 1.33 福 岡 69

18 北 九 州 3.55 熊 本 0.39 名 古 屋 0.02 京 都 1.28 横 浜 56

19 仙 台 3.22 北 九 州 0.31 新 潟 0.01 神 戸 1.24 札 幌 54

20 横 浜 2.89 名 古 屋 0.29 熊 本 0.01 横 浜 1.13 大 阪 40

  『日本の図書館』電子媒体編２０１２年版　公共統計編　（社）日本図書館協会から作成

市民一人あた

りの資料費

（円）

順位

政令指定都市立図書館政令指定都市立図書館政令指定都市立図書館政令指定都市立図書館とのとのとのとの比較比較比較比較

市民一人あた

りの貸出冊数

（冊）

市民一人あた

りの予約数

（件）

市民一人あたり

のレファレンス数

（件）

市民一人あた

りの蔵書冊数

（冊）
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(イ) 特徴的な取組事例 

 

都市名 概    要 

札幌 ○電子図書館サイトにアクセスし、電子書籍の利用を体験できるようタブレッ

ト PCの貸出 

○「札幌の魅力 再発見、再発掘」をコンセプトに、市民から募集した写真を

もとに「さっぽろ街図鑑」を作成 

○毎月第 1日曜日を図書館デビューデーとし、利用者カードとともにデビュー

認定証、読んだ本のことを記録できる「読書ノート」をプレゼント 

○通勤や通学、買い物などの際に図書の返却ができるよう、駅や大型商業施設

に返却ポストを設置 

横浜 ○研究の意外な面白さを市民に感じてもらうため、最先端で活躍する研究者と

市民が気軽に話し合う「ヨコハマライブラリーカフェ」を開催（市内の企業

と協働で実施） 

○絵本選びに悩む保護者のための「はじめて出会う赤ちゃん絵本セット」（主

に 0歳児から 1歳児を対象にした絵本を 6冊セット）の貸出 

○ビジネス街（みなとみらい 21 地区グランモール公園・美術の広場）へ、移

動図書館（3,500冊搭載）が巡回（昼休みの時間帯） 

さいたま ○経営・創業に関する相談会を実施 

新潟 ○ショッピングやお出かけの合間に本のある空間でくつろげるよう、本を置い

た施設を整備（貸出・返却は不可） 

○就職や日常的な仕事、転職や起業など様々なビジネスシーンで役立つ知識や

情報を提供するとともに、ビジネス支援セミナー、起業・経営相談会を実施 

静岡 ○ビジネス・外国語資料専門のフロアを設置 

○移動図書館の巡回と現地での読み聞かせ、工作会等を実施（「こかげ文庫」） 

浜松 ○起業した方を講師に招いたビジネス支援講座、ビジネス支援の出前相談会の

開催 

○小中学校の図書館の効果的な活用・運用を図るため、学校への資料提供や学

校図書館担当者への支援を行う「学校図書館支援センター」を設置 

堺 ○インターネットを介して電子書籍を 24時間いつでも貸出 

神戸 ○郷土に関する貴重資料を高精度デジタル化（小中学生向け学習資料も作成） 
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(ア) 県立図書館との連携体制 

  岡山市内には、全国の都道府県立図書館の中で最も利用の多い岡山県立図書館があり

ます。県立図書館との連携や役割分担は、図書館サービスの充実を図る上で欠かせませ

ん。 

 

●県域の中枢図書館としてのバックアップ機能と連携 

県立図書館は、県民への直接サービスに加え、県域の中枢図書館として、地域の身近な

情報拠点である市町村立図書館の働きを支援することが大きな役割です。岡山市立図書

館でも、専門性の高い資料については、県立図書館から借り受けたり、購入を依頼する

などバックアップを受けて、市民に資料を提供しています。 

岡山県立図書館は、県内の市町村図書館等への資料搬送も担い、また、県内図書館の蔵

書を一括検索できる横断検索システムやレファレンスデータベース等の構築など県内図

書館のバックアップに必要なネットワークの中枢の役割を果たしています。 

  また、県立図書館は、出版物の 70％の収集を目指し、専門書を含めた幅広い資料を揃

えていますが、どんなに人気の高い資料でも原則として収集は１冊のみです。県内の図

書館からの幅広い資料要求に応えるためであり、いわば垂直方向に高い機能を持った図

書館と言えます。 

多くの市民が日常的に利用する資料を揃えるのは、市町村立図書館の役割であり、利用

者にも市町村立図書館の利用を促しています。市立図書館は、市民が必要とする資料を

需要に応じて迅速に供給し、市域に図書館サービスを拡げる、いわば水平方向に力を発

揮する図書館です。市立図書館がなければ、県立図書館の機能も生きてきません。 

ただ、岡山県立図書館は岡山市内にあり、利用者の 8割が岡山市民です。平成 23年度

の貸出冊数実績では、県立図書館は約 140万冊ですが、一方で岡山市立図書館 10館で約

436万冊（市民一人あたり 6.3冊は政令指定都市の中では 3番目）の貸出冊数があること

から、市民は県立図書館、市立図書館の役割を特に意識することもなく蔵書内容により

自然に使い分けていると考えられます。 

 

●県立図書館の課題解決支援機能等との連携 

  近年では、情報化への対応、地域の課題解決への支援などが求められていますが、県

立図書館ではインターネットやデータベースが利用できる設備やスペースを充実させ、

課題解決への支援についても、ビジネス、医療・福祉、法令等に関する幅広い分野の講

座を、行政、大学、関連機関と連携して実施しています。 

  岡山市立図書館においても、データベースやインターネット端末の導入による情報サ

ービス、子育て支援等市民に密着した課題に取り組んでいますが、まだまだ十分とは言

えません。今後、市民ニーズに密着した視点から、県立図書館との役割分担を協議・検

討し、地域の情報拠点である市立図書館として必要な機能を果たすことが求められてい

ます。 

(8) 県立図書館との連携 
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(イ) 県立図書館の特徴的な取組事例 

 

○県内図書館を支援する資料情報センターとして、原則 1冊で出版物の 70％の収集 

○図書館ネットワークの中枢機能 

県内図書館の資料搬送、横断検索システム、レファレンスデータベース、デジタル

岡山大百科*を使ったデジタルアーカイブ*支援、県内図書館に対する職員研修機会の

提供等 

○主題別 6部門の資料提供、レファレンスサービス 

（資料・カウンターを主題別に分け、それぞれに専任スタッフを配置）  

○ 専門書など幅広い蔵書を前提に多様な課題に対応した支援 

（ビジネス支援サービス） 

資格取得・仕事に関する図書リストの作成、起業・仕事に関するパンフレット・チ

ラシの作成、創業に関するワークショップ・講座の開催 

（法律情報サービス） 

法律関係資料の紹介、法律に関する講座や相談会の実施 

○実験的、先進的な体験会や講座の企画実施 

 高校生などが書評内容を競うビブリオバトル*を開催 

＊デジタル岡山大百科：岡山県立図書館がインターネット上に公開しているデジタルコンテンツで、「岡山

県図書館横断検索システム」、「郷土情報ネットワーク」、「レファレンスデータベース」の三つの機能が

ある。「岡山県図書館横断検索システム」は、県内の公共図書館や大学図書館等が所蔵している図書資料

を一括して検索できる。「郷土情報ネットワーク」は、郷土岡山に関するホームページやビデオ等を検索

し、視聴することができる。「レファレンスデータベース」は、県内の公共図書館等に寄せられたレファ

レンス（調査相談）の事例がデータベース化されている。 

＊デジタルアーカイブ：博物館、美術館、図書館の収蔵品をはじめとする資料・情報・文化財等をデジタ

ル化して保存すること。また、それを行う施設や機関も指す。 

＊ビブリオバトル：参加者がお気に入りの本を持ち寄り、その面白さについて５分程度で紹介し合い、ど

の本が一番読みたくなったかを投票により決定する書評イベント。「知的書評合戦」とも言われる。 
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３ 岡山市立図書館の基本方針と今後の 

方向性 

岡山市都市ビジョン「基本構想」の「心の豊かさが重視される時代」において、「モノの

豊さ」の反面で「真の豊かさが問い直され、人間らしい生活と豊かさが求められる」こと、

豊かな都市とは、「人々が快適にいきいきと暮らし、生活を楽しむことのできる舞台」であ

り、「地域と資源と人々の知恵を集め、心の豊かさと創造性を育む都市をつくっていくこと

が求められています。」とあります。同様に「生涯学習プロジェクト」には、「生涯にわた

って学ぶことは、人が人として成長し続けることであり、人生を豊かにすることにつなが

ります。」とあります。生涯にわたって学び続ける市民こそまちづくりに必要な「知恵」の

源です。 

まちという「舞台」の主役は市民です。行政は市民の学習を支える環境の整備が役割で

す。市民が学ぼうとするとき、未知の本や知識との出会いの場となり、必要とする資料や

情報を十分に提供するのが図書館の使命です。豊かな読書生活を支え、多様な資料要求に

応えて市民の知る自由を保障するには、県立図書館や国立国会図書館等、他の図書館との

連携が不可欠となりますが、岡山市民への図書館サービスを支えるのは、中央図書館、地

区館、分館、公民館図書コーナー等、市内に複数のサービス拠点を持つ市立図書館です。

市立図書館は、地域における水と緑豊かな里山のように人々の暮らしの中に浸透し必要と

されるものでなければなりません。 

このことから、岡山市立図書館は「「「「地域地域地域地域にににに密着密着密着密着しししし、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりのくらしくらしくらしくらしとまちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりにににに

役立役立役立役立つつつつ図書館図書館図書館図書館」」」」として発展していく必要があると考えます。 

これまでの現状分析により明らかになった図書館の諸課題に対応し、地域に密着した図

書館として、利用者の資料要求を直接受け止め、市民が必要とする資料・情報を迅速に提

供していくことが必要です。 

また、少子高齢化、国際化、情報化等の進展に伴い、市民や地域が抱える新たな課題に

対する取り組みが様々な場面で必要となっており、図書館においても市民の生活や仕事、

地域の課題の解決に向けた活動と人材の育成等を支援するため、多様なサービスが求めら

れるようになってきました。 

そこで、今後の岡山市立図書館について、長期的な視点から図書館の機能を整理し、今

後取り組んでいくべき５つの基本方針とその方向性を示します。 

基本方針１ 市民の教養、調査研究、レクリエーション等に役立つ資料・情報を身近な

ところで迅速に提供します。 

基本方針２ 多様な図書館利用者に対応した、きめ細かい図書館サービスを提供します。 

基本方針３ 市民の生活や仕事、地域の各種課題に対応した図書館サービスを行います。 

基本方針４ 学校園や公民館等との連携・協力を強化します。 

基本方針５ 市民とともに成長する図書館を目指します。 
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基本方針基本方針基本方針基本方針１１１１    

市民の教養、調査研究、レクリエーション等に役立つ資料・情報を身近なと

ころで迅速に提供します。 

 

  岡山市都市ビジョンの重点化項目のひとつである「自立し自己実現できる人間力を育

てる」ためには、市民が生涯にわたり学び続けることができる環境が必要です。 

図書館で様々な資料・情報に接することは、自らの教養を高めたり、暮らしや仕事の

中で生じた課題の解決に役立てたり、充実した余暇を過ごしたりする営みであり、こう

した営みの継続が、人間力を育て、高めていくことにつながっていくと考えられます。 

このことが「地域と資源と人々の知恵を集め、心の豊かさと創造性を育む都市をつく

っていく」ための基礎となります。 

市民が必要とする資料・情報を、必要なときに身近なところで利用できることが基本

であり、図書館資料とその利用環境を充実させます。 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性１１１１－－－－①①①①    

中央図書館、地区館、分館、移動図書館、公民館図書コーナー等それぞれの特性を生

かし、地域に密着した資料・情報提供サービス網の構築 

 

市立図書館は、市民が身近に図書館サービスを受けることができるよう、市内に複数

の施設を設け、地域の図書館として、乳幼児から高齢者まで誰もが気軽に日常的に利用

する図書館です。 

「2 岡山市立図書館の現状と課題」の「(1)施設等の概要 (ｲ)施設の特徴」で述べてい

るように、市立図書館全体を統括する中央図書館、地域の図書館サービスの拠点となる地

区館、分館等で構成されており、それぞれ規模や役割など様々な特性を持っています。 

これらの特性を生かしながら全体をひとつのシステムとして一体的に運用することで、

市民の資料要求を直接受け止めて、身近なところで迅速に資料･情報を提供する、地域に

密着した効果的な図書館サービスを実現することが可能になります。 

中央図書館は、市立図書館の中枢として、地区館、分館のバックアップが役割です。

幅広い資料を揃え、また、郷土資料のセンターとして、高度なレファレンスのサポート

も行います。最終的な保存機能、県内外の図書館、関連機関等との連携を進め専門書な

ど多様な資料を地区館、分館等へ届ける条件整備を行います。 

地区館は、地域の図書館サービスの中核として、豊富な資料と快適な利用環境を提供

し、調べものも含めた幅広い資料・情報の要求に応えるとともに、分館等のバックアッ

プを行います。 

分館は、地域へのきめ細かい図書館サービスを担う図書館として、利用者の要求を直

接受け止め、全市の図書館網につながる窓口となります。 

移動図書館は遠隔地や障害者サービス、公民館図書コーナーの支援等を担い、公民館

図書コーナーやふれあいセンターは資料を受け取る最も身近なサービスポイントとなっ

ています。 

これらの図書館、公民館図書コーナー、ふれあいセンターその他のサービスポイント

を効率的で迅速な資料配送体制で結び、適切な資料・情報を的確に案内する資料相談や
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レファレンス、インターネット予約システムの拡充等により、地域に密着した図書館と

して、「知りたい」「学びたい」「解決したい」という市民の意欲を直接受け止め、図書館

の基本的な役割である資料･情報の提供によって徹底的に支えていきます。 

また、図書館は、豊富な資料と快適に読書や調べものができる利用環境により、未知

の本や知識との出会いの場となり、多くの人々が集う場所として、まちに賑わいをもた

らし、人と人との交流の場ともなります。 
 

優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

 

最優先（３）（イ）19 ページ 

 

最優先（１）（オ）10 ページ 

最優先（１）（エ）9ページ 

中期 （３）（ア）17 ページ 

長期（１）（ウ）5～6ページ 

 

 

長期（２）（ウ）15ページ 

 

長期（２）（ア）10～13 ページ 

 

    

    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性１１１１－－－－②②②②    

県立図書館や他自治体の図書館、大学・専門・各種図書館等との連携による資料・情

報提供サービスの充実 

 

市民が必要とする資料・情報を十分に提供するには、市立図書館だけでは限界があり

ます。ふれあいセンターやさんかく岡山、行政資料室など特色ある様々な資料を所蔵す

る市有施設や県立図書館、他自治体の図書館、大学図書館や専門・各種図書館それぞれ

が持つ蔵書の特性を踏まえた連携による資料提供体制の充実が必要です。 

専門書などの幅広い資料の提供については、県立図書館や国会図書館、大学図書館等

と連携して応えます。また、市内のほとんどの大学図書館が、市民にも利用を認めてお

り、それを広く周知することも必要です。 

特に、県立図書館は県内図書館のネットワークの中枢的機能、新刊書の 70％収集方針、

保存機能等により県内図書館の働きを支援していることから、今後も整合性を持った連

携を行っていくことが重要です。 

また、電子資料の活用や様々な課題に対応した資料・情報及び学習機会の提供につい

ても市民のニーズを把握しながら県立図書館との連携を総合的に図っていくことが求め

られます。 

 

 
 

＜取組例＞ 

・ インターネット予約資料の受取等ができる公民

館等サービス拠点の拡充 

・ 効率的で迅速な資料配送体制の構築 

・ 利用しやすい開館時間、開館日の設定 

・ 移動図書館の機動性を生かしたサービスの提供 

・ 豊富な蔵書の整備と適切な更新など、図書館資料

の充実と利用環境への配慮 

・ 市民の資料要求に徹底して応える資料相談とレ

ファレンス 

・ 地区館、分館、公民館等へのバックアップの強化

による新規利用者の開拓 
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優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

最優先（１）（オ）10 ページ 

中期 （８）（ア）30～31 ページ 

 

中期 （８）（ア）30～31 ページ 

長期 （８）（ア）30～31 ページ 

 

 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性１１１１－－－－③③③③    

郷土岡山に関する地域資料、行政資料等の重点的収集・保存・提供 

 

地域の図書館として、郷土に関する資料を網羅的に収集、保存、提供することが重要

です。歴史的な資料だけでなく、市民や地域の様々な課題に応じた、行政資料や各種団

体の情報など地域で必要とされている資料や情報についても重視するとともに、適切な

広報や展示、資料紹介により利用の促進を図る必要があります。 

また、利用とともに、その地域の資料の保存、継承は、市立図書館の大事な役割です。

歴史的資料の劣化を防ぐためのデジタル化など保存と利用の両立を図ることも求められ

ます。資料のデジタル化については県立図書館との連携が必要です。 

 地域の資料の収集と提供は中央図書館がセンターとなり、地区館、分館においても各

図書館の特徴や地域性を考慮した資料の収集を進めることで、地域住民のニーズなど地

域の特性に対応した的確な資料提供を行います。そのためには、行政機関をはじめ、地

域の関係機関や団体等との連携が必要です。 

郷土に関する資料については長期にわたる収集・保存と提供が重要であり、専門職員の

継続的な育成、保存機能の整備に努める必要があります。 

 

優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

長期 （１）（ウ）5～6ページ 

 

長期 （２）（エ）16 ページ 

長期 （１）（ウ）5～6ページ 

 

長期 （５）     23～24 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組例＞ 

・ 効率的で迅速な資料配送体制の構築（再掲） 

・ 県立図書館との人事交流や協議の緊密化によ

る連携の強化 

・ 大学図書館等との連携の推進 

・ 県立図書館の「デジタル岡山大百科」レファ

レンスデータベースへの事例の登録 

＜取組例＞ 

・ 郷土資料の展示や資料紹介等による利用の促

進と保存 

・ 貴重資料のデジタル化と情報発信 

・ 市民や地域の様々な課題に応じた、行政や各種

団体が発行する資料の収集･提供 

・ 地域の関連機関や団体等との連携 
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今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性１１１１－－－－④④④④    

電子資料等多様な媒体のメリットを生かした資料・情報提供サービスの充実 

 

  情報化の進展には近年めざましいものがあります。インターネット利用や各種データ

ベースも広がりを見せ、各種モバイル端末、スマートフォンやソーシャルネットワーク

サービス、電子書籍など、様々な新しい情報機器やサービスが登場しています。 

  ＤＡＩＳＹやサピエ図書館（視覚障害者情報総合システム）等の障害がある方に対す

るサービスも含め、効率的・効果的な資料・情報提供を行うには、紙媒体と電子媒体の

それぞれのメリットを生かしたサービスが必要となってきました。 

地域の情報拠点として、これらの新しい技術の図書館サービスへの導入・活用を積極

的に検討していきます。電子書籍等については、新しい技術であり変化が激しいため課

題を整理する必要がありますが、国会図書館、県立図書館等の動向を踏まえながら、多

様な情報提供サービスの在り方を検討していきます。 

 

優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

中期 （２）（エ）16 ページ 

中期 （４）（イ）21～22 ページ 

中期 （２）（エ）16 ページ 

 

長期 （２）（ウ）、（エ） 

15～16 ページ 

長期 （２）（エ）16 ページ 

 

長期 （２）（エ）16 ページ 

 

    

基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２    

多様な図書館利用者に対応した、きめ細かい図書館サービスを提供します。 

 

岡山市都市ビジョンの重点化項目である「自立し自己実現できる人間力」を育てるに

は、子どものころからの読書体験が大切です。また、「安心していきいきと暮らせる岡山

型福祉」を実現するために、図書館は誰もが利用しやすい施設でなければなりません。

すべての人にとって利用しやすいよう、きめ細かい図書館サービスの提供を進めていき

ます。 

基本方針３と重なる点もありますが、ここでは利用者の多様性の面から考えていきます。 

    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性２２２２－－－－①①①①    

多様な図書館利用者に対応した図書館サービスの充実 

 

（１）子どもへのサービスの充実（子どもの読書活動の推進） 

読書に親しみ、図書館を使いこなせるようになるには、子どもの時の本との出会いや

＜取組例＞ 

・ ＤＡＩＳＹやサピエ図書館等の電子メディアに

よる障害者サービスの充実 

・ 電子書籍を提供するための運用面及び技術面の

課題検証 

・ 新聞、企業情報、法令等商用データベースの拡

充 

・ インターネット端末増設など、情報サービスの

充実 

・ 貴重資料のデジタル化と情報発信（再掲） 
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読書体験がとても大切であり、子どもへの図書館サービスを重視し、子どもの読書活動

を推進することが重要です。 

子どもたちにとって図書館は、豊富な本に囲まれたお気に入りの場所であり、いつも

なにかしら楽しい催しと新しい発見がある場所となることが必要です。保護者やボラン

ティアにとっては読書の相談や交流、学習活動、育成支援の拠点となることが求められ

ています。 

「岡山市子ども読書活動推進計画」における取組をさらに進めていきます。 

 

（２）障害がある方へのサービスの充実 

障害があることが図書館利用の妨げにならないように、バリアフリーの図書館サービ

スを目指す必要があります。それぞれの障害に応じたきめ細かい図書館サービスを充実

します。 

録音図書の充実、新たな電子メディア・機器の活用などを進めるとともに、サービス

の要となるボランティアとの連携や育成支援を行います。さらに、県立図書館や視覚障

害者センター、サピエ図書館（視覚障害者情報総合システム）等との連携・協力を進め

ていきます。 

 

（３）高齢者へのサービスの充実 

  高齢者にとって使いやすい図書館を目指し、必要とされる資料についても充実する必

要があります。 

わかりやすいサインや案内に配慮し、大活字本や録音図書、拡大読書器等の整備、蔵

書検索システムやホームページなどを使い易くするとともに、職員による適切な援助に

より的確な資料・情報の提供を可能にすること、快適な読書環境の整備、来館を促すテ

ーマ展示や講座の開催など図書館が高齢者にとって豊かな時間を過ごし、交流の場とも

なることが必要です。 

また、来館が困難な方のためには、移動図書館による高齢者施設への巡回や公民館等

の身近なサービスポイントに迅速に資料が届く仕組みの充実が必要です。 
 

（４）多文化サービスの充実 

異なった文化的、言語的背景を持つ人々を含む全ての住民の相互理解を進めるために

必要とする資料や情報、学習機会の提供の充実を図るとともに、日本語を母国語としな

い方でも図書館を身近に利用できるよう、多言語の利用案内パンフレットの提供、多言

語による案内表示など、利用環境の整備に努めます。外国語資料の提供については、県

立図書館等と連携しながら充実を図ります。 
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優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

中期 （６）（ア）25 ページ 

 

中期 （２）（エ）16 ページ、 

（４）（イ）21～22 ページ 

長期 （４）（ア）21 ページ 

長期 （４）（ア）21 ページ 

長期 （４）（ア）21 ページ、 

（６）（ウ）26～27 ページ  

長期 （４）（イ）21～22 ページ 

長期 （３）（ア）17 ページ、 

（４）（イ）20～21 ページ 

長期 （２）（エ）15 ページ、 

（４）（イ）21～22 ページ 

長期 （４）（イ）21～22 ページ 

 

長期 （４）   21～22 ページ 

（５）     23～24 ページ 

（６）（ウ）26～27 ページ 

 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３    

市民の生活や仕事、地域の各種課題に対応した図書館サービスを行います。 

 

社会状況の変化により、市民の暮らしや地域の課題も複雑化する中で、その課題解決

の支援には、組織の枠を超えた様々な機関、団体等との連携が必要になっています。 

仕事、子育て、教育、若者の自立支援、健康、医療、福祉、法律、司法手続、行政上

の諸課題等、市民や地域が抱える課題は様々です。 

岡山市においても、子育て支援活動や市民の安心・安全につながる地域活動、ＥＳＤ活

動など様々な課題に取り組んでいます。 

図書館は、資料・情報など資料の収集、整理、保存、提供という基本的な機能により、

市民の日常生活上の様々な課題を解決することへの支援を行ってきました。 

これらの課題に関する資料・情報を整備・提供することを土台とし、市民や各種団体、

地域や関係機関、市の他部局との連携を通して、一層の学習機会の提供に努めます。 

暮らしの中に定着してきた図書館の役割として、さらに、様々な人が集まるまちの図書

館として、市民や地域が抱える課題について、当事者だけでなくまちの主役である市民が

関心や共感を持ち問題意識を分かち合い交流する場となることが期待されます。 

今後の岡山市の図書館は、資料・情報の提供拠点という基本的な機能の一層の充実を図

るとともに、まちの図書館として様々な課題を持つ市民とともに育ち歩む働きが求められ

ます。 

基本方針２と重なる点もありますが、ここでは課題の多様性の面から考えていきます。 

＜取組例＞ 

・ 学校園等の関係機関、市民ボランティア等との

連携 

・ ＤＡＩＳＹやサピエ図書館等の電子メディアに

よる障害者サービスの充実（再掲） 

・ 絵本や児童書の充実 

・ 読み聞かせ等子ども向け行事の充実 

・ 保護者やボランティアを対象とした講座等の開

催や育成支援 

・ 録音図書や大活字本など資料の充実 

・ 移動図書館による身障者家庭配本や郵送貸出 

 

・ 視覚障害者にも使いやすいホームページや蔵書

検索システム 

・ 広報の充実やサイン等の利用環境の整備や外国

語絵本の読み聞かせ等の充実 

・ 各種ボランティアへの活動場所の提供やリーダ

ー養成等積極的な育成支援 
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今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性３３３３－－－－①①①①    

市民の生活や仕事、地域の各種課題に関する資料・情報の収集・提供 

 

図書館の基本的機能である資料・情報の収集・提供により、様々な課題の解決を支援

することが基本となりますが、関連資料の収集には、関係機関や団体等との連携が必要

になります。 

市民のニーズを把握しながら、課題に関する資料の収集、テーマ別資料リストや調べ

方ガイドの作成、テーマ別資料展示、各種データベースやレファレンスサービスの充実、

県立図書館や専門機関等との連携などにより、課題解決の支援を行います。 

 

優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

最優先（５）   23～24 ページ 

 

長期 （５）   23～24 ページ 

 

 

長期 （２）（ウ）15 ページ、 

（２）（エ）16ページ 

長期 （５）   23～24 ページ 

 

長期 （５）     23～24 ページ 

長期 （６）（イ）26 ページ 

 

 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性３３３３－－－－②②②②    

市民の生活や仕事、地域の各種課題に関する多様な学習機会の提供 

 

地域や関係機関、市の他部局、さらには大学や専門機関等との連携を通して、各種講

座や相談会の実施など、一層の学習機会の提供と課題に対応した人材の育成支援等に努

めます。また、図書館だけでなく公民館等の講座等を含めたこれらの学習機会に図書館

資料がより有効に活用されるよう、職員の派遣や資料提供支援など様々な工夫を行いま

す。 

各種講座や相談会については、県立図書館が活発に行っていることから、県立図書館

との役割分担と連携を図りながら、市民に密着した課題についてニーズを把握し、市立

図書館として必要な取組を検討していきます。 

 

 

 

 

    

＜取組例＞ 

・ ESD 関連資料などテーマ別資料の展示や関連資

料を集めたコーナー設置 

・ 子育て支援等市民のニーズに沿った様々な課

題に関するテーマ別資料リストや調べ方ガイ

ドの作成 

・ 各種データベース等の活用によるレファレン

スサービスの充実 

・ 関係機関や団体等との連携による資料の収集、

提供 

・ 課題に対応した関係機関・団体等の紹介 

・ 公民館等で実施される講座や活動等へ資料提

供    
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優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

長期 （５）    23～24 ページ 

 

 

長期 （５)     23～24 ページ 

 

長期 （４）    21～22 ページ 

（５）    23～24 ページ 

（６）（ウ）26～27 ページ 

長期 （２）（エ）16 ページ 

 

    

    

基本方針基本方針基本方針基本方針４４４４    

学校園や公民館等との連携・協力を強化します。 

 

岡山市の未来を担う子どもたちが、読書を通じて自ら学び、自ら考えることができる

人間として成長していけるよう、社会全体で取り組むことが大切です。幼稚園、保育園、

小中学校等とさらに連携を深めるとともに、公民館、博物館などの関係機関との連携の

充実が必要です。 

  全国的にも進んだ取り組みを行っている学校図書館や公民館などの実践がさらに豊か

なものになるよう、連携・協力を強化していきます。 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性４４４４－－－－①①①①    

学校園との連携・協力体制の強化 

 

団体貸出など幼稚園、保育園、小中学校等へ、調べ学習、情報リテラシー教育やテー

マ別資料援助など、学校図書館司書との連携や授業内容に対応したきめ細かい資料提供

を行うとともに、学校園に資料を届ける配送体制についても検討を進めます。 

また、学校からの図書館訪問や、職場体験の受入、学校教育の成果を利用した活動の

場の提供などにも取り組みます。 

優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

中期（６）（ア）25ページ 

長期（６）（ア）25ページ 

 

長期（６）（ア）25ページ 

長期（６）（ア）25ページ 

 

 

 

＜取組例＞ 

・ 子育て支援等市民のニーズに沿った課題に対応

する関係機関、行政他部局、大学、専門機関と

の連携による多様な講座・相談会の実施 

・ 公民館等で実施される講座や活動等への司書の

派遣や資料提供 

・ 各種ボランティアへの活動場所の提供やリーダ

ー養成等積極的な育成支援（再掲） 

 

・ 多様なメディアによる効果的な情報提供など広

報の充実 

＜取組例＞ 

・ 校外学習や職場体験の受入等学校との連携 

・ 調べ学習や情報リテラシー教育に必要な資料

のセット貸出  

・ 学校園への資料配送体制の構築 

・ 学校図書館との情報交換や連絡の緊密化 
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今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性４４４４－－－－②②②②    

公民館等との連携による各種講座等の充実 

 

これまでも、公民館で実施している防災キャンプ事業への司書の派遣、関連資料リスト

の提供や緑のカーテンづくりと関連した絵本の読み聞かせ等を公民館と連携して実施し

てきました。 

安心安全ネットワークの拠点ともなっている公民館や博物館などの社会教育施設との

連携を一層進めることで、市民が地域課題と向き合う場で市民ニーズをつかむとともに、

公民館等で実施される講座や活動に適切な資料支援を行っていきます。また、地域の課題

を市民が共有し、その解決に向け交流できる場となるよう連携して各種講座を実施します。 

 

優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

長期 （５）     23～24 ページ 

 

長期 （６）（イ）26 ページ 

 

長期 （６）（イ）26 ページ 

 

    

基本方針基本方針基本方針基本方針５５５５    

市民とともに成長する図書館を目指します。 

 

岡山市都市ビジョンの重点化項目のひとつである「市民力で新しい岡山をつくる」た

めには、図書館からの情報発信や図書館への市民参加により、市民に開かれた図書館で

あることが求められています。 

また、市民ニーズを適切に把握し、常に図書館運営の改善と向上を図ることが必要で

す。 

 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性５５５５－－－－①①①①    

読み聞かせ・対面朗読をはじめとした各種図書館ボランティアとの協働と人材の育成 

 

例えば、子どもたちへの読み聞かせは子どもの育ちや、子どもの本への理解だけでな

く、読み聞かせの技術の向上も求められます。対面朗読や録音図書の作成ボランティア

の人材の確保にも継続的な養成の場が必要です。他にも地域の課題に応じた多様なボラ

ンティアの育成と活動の場、交流の場の提供に努めていきます。 

＜取組例＞ 

・ 公民館で開催される講座で必要な資料や資料

リストの提供（再掲） 

・ 公民館等で実施される講座や活動等への司書

の派遣（再掲） 

・ 公民館等と連携した各種講座の実施 
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優先度 「２ 現状と課題」対象ページ 

中期 （４）（ア）21 ページ 

（６）（ウ）26～27 ページ 

長期 （６）（ウ）26～27 ページ 

長期 （４）     21～22 ページ 

（５）     23～24 ページ 

（６）（ウ）26～27 ページ 

    

    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性５５５５－－－－②②②②    

市民に開かれた図書館運営及び運営状況の点検・評価の実施 

 

 市民ニーズを図書館運営に生かすため、ご意見箱の設置やアンケート調査の実施など、

様々な方法で市民の声を把握していきます。同時に、チラシやホームページ、新聞、フ

リーペーパーなどの情報誌への情報提供、市政ラジオ番組への出演など、様々なメディ

アを通して、市民への効果的な広報に取り組みます。フェイスブック、ツイッターなど

の新しいメディアの活用についても検討を進めていきます。 

また、基本方針と方向性に沿った実績の評価手法についても検討を進めていきます。 

優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

中期（２）（エ）16ページ 

 

長期 

 

 

 

 

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性５５５５－－－－③③③③    

図書館職員の資質・能力の向上による図書館サービスの充実 

 

図書館サービスを充実させるためには、図書館職員の資質・能力の向上が不可欠です。

様々な研修への参加やベテラン職員による指導等により、資料についての専門的知識を

深め、市民ニーズや地域の課題を把握し、資料と市民を適切に結びつけるための工夫や

技術を高めていくことを、組織として計画的に行っていきます。 

 

優先度「２ 現状と課題」対象ページ 

長期 （２）（ウ）15 ページ 

長期 （８）     30～31 ページ 

長期 （８）     30～31 ページ 

 

 

 

＜取組例＞ 

・ 読み聞かせボランティアの活動・交流の場の提

供と育成支援 

・ 朗読ボランティアの養成講座の充実 

・ 各種ボランティアへの活動場所の提供やリーダ

ー養成等積極的な育成支援（再掲） 

＜取組例＞ 

・ ソーシャルネットワークなど新しいメディア

を活用した広報活動の充実 

・ 利用ニーズを把握するための来館者や市民ア

ンケートの実施 

＜取組例＞ 

・ 県立図書館や図書館協会、各種研究団体など

様々な研修機会への参加と奨励 

・ 県立図書館との人事交流などの計画的な資質向

上の取組の継続 
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今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性５５５５－－－－④④④④    

事故、災害その他非常事態に備えた危機管理体制の整備 

 

  図書館、そして図書館資料は貴重な市民の財産であり、いつでも市民が快適に利用で

きる状態でなければなりません。事故や災害などの非常事態に備え、利用者の安全を確

保するとともに図書館サービスへの影響を回避し、被害を最小限にとどめるため、マニ

ュアルの整備等、危機管理体制を整備していきます。 

 

優先度 

中期 

中期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組例＞ 

・ 危機管理マニュアルの整備 

・ 関連した研修への参加やマニュアルに沿った

訓練の実施 
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４ 今後の取組に向けて 

 

 第 2章で分析した課題に対応するために、第 3章で示した 5 つの基本方針と今後の方向

性をもとに、今後の取組を進めていきます。 

 基本方針については、市民の方の理解が得られるよう、広報、その他適切な方法で周知

を図ります。 

取組については、中央図書館、地区館、分館、移動図書館、公民館図書コーナー等それ

ぞれの実情に合わせて段階的に進めていくことにします。基本方針に沿って、それぞれの

課題に対する取組を一歩一歩進めるとともに、地域に密着した図書館として、市民の知的

要求を直接受け止める図書館サービス網を持つ市立図書館の特徴を十分に生かし、全館が

一体となって図書館機能をより高め、市民への図書館サービスの充実に努めていきます。 
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